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ク
ロ
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レ
ン
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下
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し
、
別
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答

弁
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を
送
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す
る
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衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
地
下
水
汚
染
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
の

1
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン
（
以
下
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
地
下
水
汚
染
の
実
態
を
調
査
す
る
と
と
も

に
、
汚
染
機
構
に
つ
い
て
も
、
京
都
市
等
を
対
象
地
域
と
し
て
汚
染
物
質
の
挙
動
の
解
析
を
行
う
等
解
明
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

中
小
企
業
で
あ
る
酒
類
製
造
業
者
等
が
ば
つ
気
方
式
等
の
処
理
装
置
を
設
置
す
る
場
合
に
は
政
府
系
金
融
機

関
の
融
資
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
酒
類
製
造

業
者
等
へ
の
周
知
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
指
導
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 



一
の

2
に
つ
い
て 

ま
た
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
汚
染
防
止
装
置
に
つ
い
て
は
、
活
性
炭
吸
着
法
等
が
開
発
さ
れ
、
実
用

に
供
さ
れ
て
お
り
、
排
水
中
に
油
分
が
混
入
し
て
い
る
場
合
の
排
水
処
理
に
つ
い
て
も
、
油
分
除
去
装
置
の
付

加
に
よ
り
、
処
理
効
果
の
低
下
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
代
替
溶
剤
に

つ
い
て
は
、
洗
浄
力
等
の
面
で
、
解
決
す
べ
き
問
題
を
多
々
残
し
て
お
り
、
当
面
は
、
代
替
溶
剤
の
開
発
状
況

を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
適
正
利
用
に
関
す
る
関
係
業
界
へ
の
指
導
を
徹
底
し
て 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
生
産
量
、
輸
入
量
等
に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
省
生
産
動
態
調
査
等
に
よ
り
把

握
し
て
い
る
。 

ま
た
、
そ
れ
ら
の
使
用
状
況
、
排
出
処
理
等
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
産
業
環
境
保
全
実
態
調
査
等
に
よ

り
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
等
の
調
査
結
果
も
含
め
、
関
連
情
報
の

収
集
、
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



一
の

4
に
つ
い
て 

一
の

3
に
つ
い
て 

地
下
水
汚
染
の
機
構
解
明
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
三
箇
年
計
画
で
調
査
を
行
つ
て
き
た
が
、

地
下
水
の
汚
染
機
構
は
複
雑
で
あ
り
、
未
解
明
の
点
が
多
く
残
さ
れ
た
た
め
、
引
き
続
き
調
査
を
行
つ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
地
下
浸
透
及
び
排
水
へ
の
混
入
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
適
正
利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、
「
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
使
用
に
係
る
暫
定

的
保
守
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
排
出
に
係
る
暫
定
指
導
指
針
」
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
に
係
る
排
水
濃
度
目
標
」
等
に

基
づ
き
適
正
に
使
用
、
貯
蔵
等
を
行
い
、
漏
え
い
防
止
措
置
を
十
分
講
じ
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

ま
い
り
た
い
。 

五 

 



二
の

2
に
つ
い
て 

二
の

1
に
つ
い
て 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
地
下
水
及
び
公
共
用
水
域
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
八

月
二
十
二
日
付
け
で
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
排
出
に
係
る
暫
定
指
導
指
針
」
及
び
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
に
係
る
暫
定
排
水
濃
度
目
標
」
を

定
め
、
地
方
公
共
団
体
等
に
通
知
す
る
な
ど
地
下
浸
透
の
防
止
及
び
公
共
用
水
域
へ
の
排
出
の
抑
制
の
指
導
を 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
長
期
の
摂
取
に
伴
う
健
康
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
水
道
水
の
暫
定
的
な
水
質
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
定
期
的
な
水
質
検
査
の
実
施
、
汚
染
時
の
措

置
等
に
つ
い
て
水
道
事
業
者
等
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
対
策
の
実
施
に
よ

り
、
水
道
水
の
安
全
確
保
を
図
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

る
。 

六 

 



 

七 

行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
指
導
の
徹
底
等
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の

3
に
つ
い
て 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
地
下
浸
透
及
び
排
水
系
へ
の
流
入
の
防
止
に
つ
い

て
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
化

審
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
に
指
定
化
学
物
質
の
指
定
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
業
界

に
対
し
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
適
正
利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
及
び
「
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
使
用
に
係
る
暫

定
的
保
守
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
遵
守
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
関
係
業
界
に
お
い
て
は
、

当
該
指
導
を
踏
ま
え
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
遵
守
状
況
の
自
主
管
理
点
検
の
推
進
等
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

本
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
関
係
業
界
に
お
け
る
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
遵
守
状
況
等
を
見
守
り
つ
つ
、
化

審
法
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 




